
自動車リサイクル法 
（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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財団法人 自動車リサイクル促進センター 
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構 

Japan Automobile Recycling Promotion Center

〒105-0012  東京都港区芝大門1-1-30  日本自動車会館 

http://www.jarc.or.jp

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター 
（コールセンター）：03-5673-7396

財団法人 自動車リサイクル促進センター 

Japan Auto Recycling Partnership

〒105-0012  東京都港区芝大門1-1-30  日本自動車会館 

http://www.jarp.org

有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構 
 

自動車リサイクルシステムに関する 
お問い合わせ先 
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